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3. 平成 28 年改正法附則第 52 条第１項の経過措置に対する日本税理士会連合会の提案は

不十分であり、更なる税制の複雑化を招くおそれがあるため 

免税事業者等が市場取引から排除されることを防止するために設けられた平成 28年改正

法附則第 52条第１項の経過措置（以下、「仕入税額控除における 80％の経過措置」とする。）

に関して、日本税理士会連合会（以下、「日税連」とする。）が提案するように、たとえ免税

事業者からの課税仕入れの 80％を当分の間仕入税額控除ができるようにしたとしても事務

負担の軽減にはならず、免税事業者の市場取引排除への対策としては、根本的な問題の解決

にはなりません。 

また、仕入税額控除における 80％の経過措置に関する日税連の提案が、あたかも全国の

税理士会及び税理士会会員の総意に基づくものと認識されてしまうことは極めて遺憾です。 

かねてより、免税事業者の益税について問題視されていた面はありますが、その解決方法

としてインボイス制度を導入することは、更なる税制の複雑化を招き、到底、事業者の理解

を得られるものではありません。 
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かねてより、免税事業者の益税について問題視されていた面はありますが、その解決方法

としてインボイス制度を導入することは、更なる税制の複雑化を招き、到底、事業者の理解
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